
                  

地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書 

 
国土地理院と大阪府は、それぞれが保有する地理空間情報の活用促進のために、協力に関する基本

的事項について、次のとおり協定を締結する。 
 
 
（目的） 
第１条 本協定は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現の

ため、地理空間情報活用推進基本法（平成１９年法律第６３号）の趣旨にのっとり、国土地理院

及び大阪府が保有する地理空間情報の相互活用及び情報、技術等の提供に関し、連携及び協力を

強化することにより、国民の利便性の向上を図るとともに府勢の発展と安全、安心な地域社会づ

くりに寄与することを目的とする。 
 
（適用範囲） 
第２条 本協定は、地理空間情報の整備及び活用に関する行政事務に対し適用するものとする。 

 
（地理空間情報の提供及び物品の貸与） 
第３条 国土地理院及び大阪府は、保有する地理空間情報及び物品について相互に活用するものとし、

具体的な提供方法等については、別途定めるものとする。 
 
（災害対応等における協力） 
第４条 国土地理院及び大阪府は、災害対応及び防災訓練等において相互に情報の共有を図り、迅速

かつ効果的な防災及び減災の推進に向けて協力するものとし、具体的な協力方法等については、

別途定めるものとする。 
 
（技術支援） 
第５条 国土地理院及び大阪府は、地理空間情報及び物品の相互活用の推進に役立つ技術等の活用に

ついて、可能な範囲で相互に支援するものとする。 
 
（窓口の設置） 
第６条 国土地理院及び大阪府は、本協定に定める連携及び協力を強化するための担当窓口を設置し、

具体的な連携及び協力に関する事項の推進を図るものとする。 
 
（有効期間） 
第７条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成２５年３月３１日までとする。ただし、本協定

の有効期間満了の日の３０日前までに国土地理院及び大阪府のいずれかが書面をもって本協定の

終了の意思表示をしないときは、この有効期間に関わらず、期間満了日の翌日から更に１年間有

効とし、その後も同様とする。 
 
（協議） 
第８条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項について疑義が生じたときは、両者が誠意

を持って協議解決するものとする。 
 
 
 
 



                  

 本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自その 1 通を保有す

るものとする。 
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